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東京大学 宇賀克也
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個人情報保護関係５法とは

 個人情報保護法

 行政機関個人情報保護法

 独立行政法人等個人情報保護法

 情報公開・個人情報保護審査会設置
法

 行政機関個人情報保護法等の施行に
伴う関係法律整備法
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個人情報保護法制体系

個 人 情 報 保 護 法
（４章～６章）

（国及び実質的に政府の一部をなす法人）

行政機関個人情報保護法
独立行政法人等個人情報保護法

（地 方 公 共 団 体）

 個 人 情 報 保 護 条 例

個 人 情 報 保 護 法 （１章～３章）
－ 基 本 法

公的部門民間部門

2010/6/11 4

個人情報保護法制の体系

 個人情報保護法（基本法＋民間部門の一
般法）

 公的部門（行政機関個人情報保護法、
独立行政法人等個人情報保護法、

個人情報保護条例）

 オムニバス方式とセグメント方式の折衷型

 欧州型と米国型の折衷型

 個別法による特例（個人情報保護法６条、
附帯決議）
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2010/6/11 5

個人情報保護法の基礎概念

 個人に関する情報

 個人情報

 個人データ←個人情報データベース
等

（データベース、ファイリングシステム）

 保有個人データ

 事業者

 個人情報取扱事業者
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個人に関する情報

個人情報保護法

個人情報
死者 個人識別性のない情報

個人情報

散在情報

個人データ

委託を受けて情報処理

存否を明らかにできない

情報 短期間で消去

保有個人データ

利用目的の特定・変更（15）

利用目的による制限（16）

適正な取得（17）

利用目的の通知等（18）

個人データ

正確性の確保（19）

安全管理措置（20）

従業員の監督（21）

委託先の監督（22）

第三者提供の制限（22）

保有個人データ

保有個人データに関する事項の

公表等（24）

開示（25）

訂正等（26）

利用停止等（27）

理由の説明（28）

開示等の求めに応ずる手続（29）

手数料（30）

顧客情報

インハウス情報

第三者提供情報

主務大臣による関与・罰則

報告の微収・助言－すべて

勧告・命令・罰則－16～18、20～27、30(2項)

直接命令－16～17、20～22、23（1）



個人情報保護関係５法について 4

2010/6/11 7

個人情報取扱事業者の義務等

 目的拘束（利用目的の特定、利用目的によ
る制限、取得に際しての利用目的の通知等、
第三者提供の制限）

 入口規制より出口規制を重視

 適正な取得

 正確性の確保、安全管理措置（従業者、委
託先を含む）

 本人関与（保有個人データに関する事項の
公表等、開示、訂正等、利用停止等）

 理由の説明、開示等の求めに応ずる手続、

 手数料

2010/6/11 8

主務大臣の監督等

 主務大臣（事業所管大臣、雇用管理
については厚生労働大臣（船員の雇
用管理については国土交通大臣）と
事業所管大臣）

 報告の徴収

 助言

 勧告

 命令（勧告前置、直接）

 罰則（命令違反に対する間接罰）
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認定個人情報保護団体

 主務大臣（設立の許認可等をした大
臣、設立について許認可等を受けて
いない場合は事業所管大臣）

 任意の認定制

 個人情報保護指針

 主務大臣の監督（報告の徴収、命令、
認定の取消し）

2010/6/11 10

適用除外

 放送機関等 報道の用に供する目的

 著述を業として行う者 著述の用に供す
る目的

 学術研究機関等 学術研究の用に供す
る目的

 宗教団体 宗教活動の用に供する目的

 政治団体 政治活動の用に供する目的
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行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法

個人に関する情報
死者 個人識別性のない情報

個人情報

個人メモ等

保有個人情報

散在情報

個人情報ファイル

マニュアル処理

ファイル

行政機関個人情報保護法

個人に関する情報

不開示情報(14条2号）

個人情報

保有制限等(3)

利用目的の明示(4)

従業者の義務(7)

保有個人情報

正確性の確保(5)

安全確保措置(6)

利用・提供制限(8)

措置要求(9)

開示(12～26)

訂正(27～35)

利用停止(36～41)

不正な利益を図る目的での提供・盗用

(54)
個人情報ファイル

総務大臣への事前通知(10)

不正提供に対する罰則(53)

（ただし、電算処理ファイル）

個人情報ファイル簿の作成・公表(11)

独立行政法人等個人情報保護法

総務大臣への事前通知なし

電算処理ファイル
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早稲田大学江沢民
国家主席講演事件

 第１事件

 （１）事案の概要

 （２）東京地判平成１３・４・１１

 （３）東京高判平成１４・１・１６

 （４）最判平成１５・９・１２



個人情報保護関係５法について 7

2010/6/11 13

第２事件

 （１）事案の概要

 （２）東京地判平成１３・１０・１７

 （３）東京高判平成１４・７・１７

 （４）最判平成１５・９・１２

 （５）東京高判平成１６・３・２３

2010/6/11 14

個人情報保護法との
関係

 個人情報保護法施行前

 個人情報保護施行後であればどうな
るか

 個人情報保護法１８条

 利用目的をあらかじめ明示

 個人情報保護法２３条との関係

 個人データか
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2010/6/11 15

最高裁判決からの
教訓

 氏名・住所・電話番号・学籍番号のよ
うな個人情報であっても、プライバ
シーとして保護され、他者への開示
については本人の同意を得ることが
原則

 その例外が認められるためには、本
人の同意を得ることが困難な特別の
事情が認められなければならない

2010/6/11 16

文部科学省の指針

 「学校における生徒等に関する個人
情報の適正な取扱いを確保するため
に事業者が講ずべき措置に関する指
針」（平成１６年１１月１１日制定、平
成１８年２月１日改定）

 私立学校を設置する民間事業者が
対象
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2010/6/11 17

厚生労働省の指針

 「雇用管理に関する個人情報の適正
な取扱いを確保するために事業者が
講ずべき措置に関する指針につい
て」（平成１６年度厚生労働省告示第
２５９号）

2010/6/11 18

個人情報保護条例

 個人情報保護法１２条「地方公共団
体は、個人情報の適正な取扱いを確
保するため、その区域内の事業者及
び住民に対する支援に必要な措置を
講ずるよう努めなければならない」
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2010/6/11 19

千葉市個人情報保護
条例

 市長は、事業者が個人情報の適正な
取扱いを確保するために必要な措置
を講ずるよう指導及び助言を行うもの
とする（４８条）

 市長は、個人情報の取扱いに関し事
業者と本人との間に生じた苦情が適
切かつ迅速に処理されるようにする
ため、苦情の処理のあっせんその他
の必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする（４９条）

2010/6/11 20

現に教育を受けている
者

 在校生

 科目等履修生

 聴講生

 公開講座への参加者
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2010/6/11 21

現時点で教育を受けよ
うとする者

 学校説明会への参加者

 受験を申請した者

 公開講座等の受講を申請した者

 教育目的で行われる講演への参加
申請者

 合格者・入学ガイダンスへの参加者

2010/6/11 22

過去において教育を受
けた者

 卒業生

 他校への転出生

 中退者

 過去に履修科目生であった者
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過去において教育を受
けようとした者

 不合格者

 入学辞退者

 公開講座の受講辞退者

2010/6/11 24

利用目的の特定

 あらかじめ第三者に提供することを
予定している場合には、それも利用
目的として特定することが必要

 できる限り具体的に特定
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2010/6/11 25

利用目的による制限

 特定された目的以外に利用すること
は原則禁止

 不要な個人情報は収集しない

 （性別、本籍、親の学歴・職業等）

 草加市の例

 目的外に利用する場合には、本人の
同意を得るのが原則

2010/6/11 26

安全管理措置・従業者
の監督

 従業者とは

 事業者の指揮監督を受けて事業者
の業務に従事する者すべてを含む

 嘱託、パート職員、教育実習生、理事、
監事、派遣職員、学校主催の事業に
ボランティアで参加する者も含む
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個人情報の持出しはき
わめて危険

 盗難事件・紛失事故が頻発

 車上荒らしは日常茶飯事

 （鍵のかけ忘れ、鍵をこわす、ガラス
を壊す）

 （店舗の駐車場、民家の前の路上、
自宅の駐車場）

 自宅で盗難にあうケースも増加

 パソコン、USBメモリ、FD等

2010/6/11 28

個人情報の紛失も持
出しに起因することが
多い
 電車の網棚に乗せ置き忘れる

郵便も１００パーセントは信用できない

横浜市大の非常勤講師が普通郵便で
送付した成績表が紛失

書留郵便を用いる

コピーを保存
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2010/6/11 29

Winnyによる個人情報
漏洩が頻発

 自宅で利用したPCにファイル交換ソ
フト（Winny等）がインストールされて
いて、ウィルス感染したことによる漏
洩が頻発→自宅で利用するPCにファ
イル交換ソフト（Winny等）がインス
トールされていないことを確認、ウィ
ルス対策ソフトをインストール、個人
情報にはパスワードを設定（文部科
学省事務連絡2006・2・27)

2010/6/11 30

持出しには許可制

 個人データ管理責任者又は個人情
報保護委員会等

 許可に際しては、留意事項を書面で
交付

 退職者による持出しも厳格に

チェック（雇用契約・就業規則等におい
て退職後の個人情報の持出し禁止、
退職後の守秘義務を規定）
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2010/6/11 31

プライバシーマーク

 財団法人日本情報処理開発協会

 学校法人等の事業者単位

 学部等の部局単位は不可

 産業能率大学

2010/6/11 32

ISMS（情報セキュリティ
マネジメントシステム）

 財団法人日本情報処理開発協会

 部局単位で認証を得ることも可能

 京都大学大学院医学研究科（医療経
済分野）、静岡大学総合情報処理セ
ンター、南山大学名古屋キャンパス・
瀬戸キャンパス
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2010/6/11 33

個人情報の廃棄

 目的を終えた個人情報は速やかに廃
棄

 ゴミ箱に廃棄した書類から個人情報
が漏洩

 廃棄した中古PCから個人情報が漏
洩

 シュレッダー、焼却、溶解

 ハードディスクを破壊
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紙のリサイクル

 用紙の裏を再利用する際、

表の個人情報が漏洩する例が稀でない
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2010/6/11 35

委託先の監督

 個人情報漏洩の約２割は委託先で発
生

 委託先の選定

 委託契約において細部まで規定

 特に再委託については厳格に規定

 宇治市の例

2010/6/11 36

第三者提供

 事前の本人同意が原則

 同窓会・就職情報サービス会社等へ
の個人情報提供も本人同意

 広報用ビデオについても個人情報に
配慮 横浜地裁相模原支部平成１７
年１月２７日判決 教材用ビデオでも、
生徒の氏名、肖像等が開示される場
合は同意が必要
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2010/6/11 37

保有個人データへのア
クセス

 学生の便宜に配慮した場所・時間を
定める

 閲覧の際のプライバシーに配慮（個
室が望ましい）

厳格な本人確認

2010/6/11 38

苦情処理

 既存の学生相談室等を利用してもよ
い

 ただし、個人情報保護の専門家（いな
い場合には研修により育成）を配置
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（１）青少年に対する調査結果 

○インターネット利用状況（携帯電話） ｐ３ 

➢携帯電話の所有率は、小学生では約２割、中学生では５割弱、高校生では９６％とほとんどが所有。 

そのうち、小学生の約８割、中高生のほとんどがインターネットを利用。 

○インターネット利用状況（パソコン） ｐ４ 

➢パソコンの使用率は、小学生及び高校生で約８割、中学生で約９割。 

そのうち、小学生の約７割、中学生の約８割、高校生の約９割がインターネットを利用。 

○トラブルや問題行動等の経験 ｐ５ 

➢「チェーンメールが送られてきたことがある」は、中学生の約３割、高校生の約４割が経験。 

「自分が知らない人や、お店などからメールが来たことがある」、「プロフやゲームサイトで知り合った 

人とやりとりしたことがある」は、高校生の約２割が経験。 

○トラブルや問題行動等の経験（フィルタリングの有無別） ｐ６ 

➢携帯電話のフィルタリングを使っていない高校生は、使っている高校生より、「チェーンメールが送ら 

れてきたことがある」で約 11 ポイント、「プロフなどに自分や他人の情報を書きこんだことがある」で約 

10 ポイント多い。 

３．ポイント 

◆携帯電話は、小学生では約２割、中学生では５割弱、高校生では９６％とほとんどが所有。（ｐ３） 

◆携帯電話のフィルタリングは、小学生では約６割、中学生では５割半ば、高校生では約４割が利用。（ｐ

17） 

◆トラブルや問題行動等の経験では、携帯電話にフィルタリングを使っていない高校生は使っている高校 

生より経験率が高い。（ｐ６） 

◆フィルタリングの利用やペアレンタルコントロールでは、「学んだことがある保護者」が、「特に学んだ

ことは 

ない保護者」より多い。（ｐ20、ｐ16） 

◆「家庭のルール」が有りは、携帯電話では約６割、パソコンでは約５割。（ｐ８） 

◆保護者が求める必要な取組は、「有害サイトへの規制強化」と「家庭の取組への支援」が多い。（ｐ24） 

２ 

○トラブルや問題行動等の経験（親子のギャップ） ｐ７ 

➢高校生が経験したトラブル等と、親がそのトラブル等をどの程度認識しているかを比較すると、「チェ 

ーンメールが送られてきたことがある」では、親の認識の方が約１２ポイント少なく、「プロフやゲーム 

サイトで知り合った人とやりとりしたことがある」では、親の認識の方が約８ポイント少ない。 

○「家庭のルール」の有無 ｐ８ 

➢携帯電話の「ルールを決めている」家庭は約６割、「特にルールを決めていない」家庭は約４割。 

➢パソコンの「ルールを決めている」家庭と「特にルールを決めていない」家庭はほぼ半々。 

○「家庭のルール」（携帯電話）の有無（学校種別） ｐ９ 

➢ルールを決めている家庭は、小学生では約６割、中学生では約７割、高校生では約５割。 

○「家庭のルール」(パソコン)の有無（学校種別） ｐ10 

➢ルールを決めている家庭は、小中学生では５割を超えているが、高校生では４割弱。 
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○「家庭のルール」の有無（親子のギャップ） ｐ11 

➢「家庭のルール」について親子間で比較してみると、いずれのルールも子どもより親の回答が多く、 

双方の認識に差がある。 

○フィルタリングの印象（フィルタリングの有無別） ｐ12 

➢「有害サイトにアクセスすることがないので安心できる」は、いずれの学校種でも、フィルタリングを 

使っている青少年が、フィルタリングを使っていない青少年よりも多い。 

➢「インターネットが使いにくくなる」はいずれの学校種でも、フィルタリングを使っていない青少年が、 

フィルタリングを使っている青少年よりも多い。 

（２）保護者に対する調査結果 

○保護者の管理（ぺアレンタルコントロール） ｐ15 

➢注意を払っていることとして、「家庭のルールづくり」をあげた保護者は、小中学生の保護者では 45％ 

前後、高校生の保護者では約 27％と差が大きい。 

○保護者の管理（保護者の学習経験の有無別） ｐ16 

➢携帯電話やパソコンを使用することについて注意を払っていることは、いずれの項目においても、 

「学んだことがある保護者」が、「特に学んだことはない保護者」より多い。 

○フィルタリングの利用 ｐ17 

➢携帯電話のフィルタリング利用率（「インターネットが使えない機種・設定」を含む。）は、小学生で約

６ 

割、中学生で５割半ば、高校生で約４割。パソコンでは、小学生で約４割、中学生で約３割、高校生で 

約２割。 

○フィルタリングの利用（携帯電話の購入時期別） ｐ18 

➢携帯電話の購入時期でみると、平成 19 年度以前は約４割、20 年度は約６割、21 年度は５割半ば。 

○フィルタリングに関する販売業者からの説明の有無（携帯電話の購入時期別） ｐ19 

➢ 販売業者に対して「子どもが使用する」旨を申し出た保護者について、携帯電話の購入時期でみる 

と、平成 19 年度以前では約５割、20 年度は約８割、21 年度は７割半ば。 

○フィルタリングの利用（保護者の学習経験の有無別） ｐ20 

➢「学んだことがある保護者」が、「特に学んだことはない保護者」よりフィルタリングの利用率が高い。 

○フィルタリングを利用しない理由 ｐ21 

➢携帯電話のフィルタリングを利用しない理由は、「子どもを信用している」が最も多い。 

➢パソコンでは、「親がいるところで使っているので必要ない」、「家族で使っているのでそこまで考えな 

かった」が多い。 

○携帯電話やパソコンの危険性についての学習経験 ｐ23 

➢学校を通じて啓発を受けたという回答が、小学生より中高生の保護者で多い。 

○子どものために必要な取組 ｐ24 

➢「有害サイトへの規制を強化する」と「家庭における取組を支援する」が約６割と、他の取組よりも 

多い。 
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インターネットの安全・安心対策
と法～教育現場を中心として

筑波大学大学院

藤原静雄

1

講演の概要

1. インターネット時代の子ども達

2. インターネットの安全・安心と法律の諸相

3.  インターネット時代の個人情報保護～

安全管理措置のポイント～

2
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インターネット時代の子ども達

・インターネット利用者は2008年で9000万超

運転免許保有者よりずっと多い （平成20年度通信利用動向調査）

しかし、交通ルールと異なり、ルールの整備が現実に追いつかない

状況にある

・ digital native と digital immigrant 

今の子どもはインターネット空間の原住民であって、デジタル移民の大人

とは技術力はもちろん、プライバシー感覚だって違うかもしれない

3

インターネットサービス利用の可能性

• メールの送受信、ウエッブサイトの閲覧等

はどのような機器で可能か

パソコン ケータイ（携帯） スマートフォン

ゲーム機 携帯音楽プレーヤー タブレット

型コンピュータ

ネイティヴにとって、こういった機器は、物心ついたときから存在した、ある

いは日常品として当然のもの

4
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インターネット理解度テスト

• インターネットにおけるルール&マナー検定 http://www.iajapan.org/
（財）インターネット協会

何人かの友だちに同時にメールを出そうと思います。友だちがどのような
電子メールソフトを使っているかはわかりません。このようなとき、だれが
受け取ってもきちんと文字が表示されるメールの形式はどれでしょうか。
次の中から正しいと思うものを選びなさい。

1文字の色や大きさを変えることができるHTML形式
2文字の色や大きさを変えることができないテキスト形式
3写真やイラストなどでも使われるJPEG形式

上記は「こども編」の設問です。

5

用語理解度

いくつ知ってますか？
①プロバイダー ②プラットフォーム、③プログ

④エログ ⑤プロフ ⑥ノベログ

⑦SNS ⑧mixi ⑨２ちゃんねる

⑩Wikipedia          ⑪裏サイト ⑫闇職安

⑬タレコミ掲示板⑭I-ROI ⑮レーティング

⑯フィルタリング ⑰ポリスチャンネル ⑱e-ネットキャラバン

⑲ホットラインセンター ⑳ブロッキング

＊「警察政策」12巻274頁～275頁などを参考にした

6
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インターネットの安全・安心と法律の諸相

• 教育現場で知っておくべきという観点からみたインターネットの利用に関
係する法律を概観してみると、以下のような法律が重要と言える。

• 不正アクセス禁止法：「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」
に他人のID・パスワードなどを入力して、アクセス制御されている利用を
する ⇒ 制御されていない（第三者が閲覧可能な状態であった場合に
は適用できない）

かつては不正侵入自体（クラッキング）が目的であったが、今日ではイン
ターネット・オークション等で金銭を得ることが目的となっているといわれ
る 10代の被疑者が増えている。

＊オンラインゲームのサーバーに不正にアクセスした高校生、

＊他の女子高校生になりすまし、そのIDとパスワードを使って携帯電話
から当該女子高校生のプロフに不正アクセスして、プロフ自体を削除

7

インターネットの安全・安心と法律の諸相

• 出会い系サイト規制法（インターネット異性紹介事業を利用
して児童を誘因する行為の規制等に関する法律）

＊平成21年度に出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった
児童数は453人、前年比も減尐、出会い系サイト以外のサイ
トを利用して犯罪の被害に遭った児童は1,136人で、前年比
43.4％の増加。出会い系サイトを利用しての被害の倍以上
の数

⇒ 他の一般的なサイトに流れているということ

8
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インターネットの安全・安心と法律の諸相

• プロバイダ責任制限法

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が
あった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

⇒ 重要なのは、ISP（インターネット・サービス・プロバイダ）だけではなく、

他人の書き込みを許容するウエッブページ管理運営する者、個人や学校
や自治体や一般企業が広く含まれる、ということ。

＊インターネットにおける加害者特定の困難性（ただし、次ページ参照）

＊プロバイダは削除すると、書き込んだ者から表現の自由を根拠に権利
侵害で訴えられるおそれ、逆に、削除しないと、削除しないことが権利侵
害であると書かれた人から訴えられるおそれ。この関係とインターネット
による情報流通促進のバランスをどうとるか。

9

インターネットの安全・安心と法律の諸相

• 「3日後に学校に爆弾を仕掛けるぞ。オレが名乗らないかぎり、オレがだ

れだかわかるわけはないからな。見つけられるものなら見つけてみろ」と
いう書きこみを見つけました。書きこんだ人の名前もメールアドレスもあり
ません。メッセージの発信元がだれであるか、本当にわからないのでしょ
うか。もっともあてはまると思うものを、次のなかから選びなさい

1 プロバイダはメッセージの発信元を調べることができる。

2 書きこんだ人が名乗らなければだれであるかわからない。

3 警察はメッセージの発信元を調べることはできない

＊これも （財）インターネット協会の「インターネットにおけるルール&マナー
検定」こども編にある問題です。大切なのは、履歴は必ず残るということ

10
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インターネットの安全・安心と法律の諸相

• 著作権法

ファイル共有ソフト（Winny Shareなど）：著作権侵害の問題もあるが、本
日のテーマとの関係では、個人情報の漏洩の問題と関係が深い。
これについては、３．インターネット時代の個人情報保護と安全管理措置
のところで取り上げる。

• 青尐年インターネット利用環境整備法（青尐年が安全に安心して
インターネットを利用できる環境の整備等に関する法律）

近時ケータイ電話、学校裏サイト等をめぐる議論が多いので、青尐年イン
ターネット利用環境整備法については、尐し詳しく、その後のアンケート
調査の結果も含めて取り上げる

• その他 児童ポルノサイト規制の問題等があるが、これは省略する

11

青尐年インターネット利用環境整備法（平成21
年4月1日施行）[内閣府説明資料より]

12

携帯電話会社
プロバイダ

パソコンメーカー

サーバー管理者

青尐年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の概要

会長: 内閣総理大臣
委員: 内閣官房長官、その他国務大臣

策 定

基本計画

フィルタリング開発･
提供事業者

基本理念

インターネット青尐年有害情報対策･

環境整備推進会議（内閣府）

・基本方針
・適切なｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用能力の教育・啓発
･フィルタリング性能向上・普及
･民間における取組の支援 等

青尐年の適切なｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用能力習得
(発達段階に応じた情報の取捨選択能力等)

青尐年の有害情報の閲覧機会の最小化 民間主導(国等は支援)

政 府

その他関係者

青

少

年

民 間

フィルタリング提供義務

有害情報閲覧防止努力義務

啓発等の努力義務

○「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20
年法律第79号）」は、衆議院青少年特別委員会の委員長提案により提出され成立。

○公布日（平成20年６月18日）から、1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行。

支
援

開発の努力義務

７
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青尐年インターネット利用環境整備法

インターネットは便利なものですが、一方で親の目の届かないところで子
どもたちが、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺方法に関するサイト
等の有害情報が含まれるサイトに簡単にアクセスできてしまったり、個人
情報を書き込んでトラブルになる可能性があります。
このようなサイトから発生する事件やトラブルが年々多く発生しています。

「青尐年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関
する法律（青尐年インターネット環境整備法）」は、子どもたちが安全に安
心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、
<1>青尐年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる
<2>フィルタリングの普及促進などにより青尐年の有害情報の閲覧機会
を最小化する
<3>民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する
ことを基本としてインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保
護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守
る取組を求めています。

（内閣府HPよりの転載）

13

青尐年インターネット利用環境整備法

目的規定

• この法律は、インターネットにおいて青尐年有害情報
が多く流通している状況にかんがみ、青尐年のイン
ターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措
置を講ずるとともに、青尐年有害情報フィルタリングソ
フトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青
尐年がインターネットを利用して青尐年有害情報を閲
覧する機会をできるだけ尐なくするための措置等を講
ずることにより、青尐年が安全に安心してインターネッ
トを利用できるようにして、青尐年の権利の擁護に資
することを目的とする。

14
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青尐年のインターネット利用環境実態調査結果

• 携帯電話は、小学生では約２割、中学生では５割弱、高校生では９６％と
ほとんどが所有。（ｐ３）

• ◆携帯電話のフィルタリングは、小学生では約６割、中学生では５割半ば、
高校生では約４割が利用。（ｐ17）

• ◆トラブルや問題行動等の経験では、携帯電話にフィルタリングを使って
いない高校生は使っている高校

• 生より経験率が高い。（ｐ６）

• ◆フィルタリングの利用やペアレンタルコントロールでは、「学んだことが
ある保護者」が、「特に学んだことは

• ない保護者」より多い。（ｐ20、ｐ16）

• ◆「家庭のルール」が有りは、携帯電話では約６割、パソコンでは約５割。
（ｐ８）

• ◆保護者が求める必要な取組は、「有害サイトへの規制強化」と「家庭の
取組への支援」が多い。（ｐ24）
＊内閣府HPに詳細な報告書が登載されている
⇒http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/index.html

15

インターネット等の安全・安心な利用のために

• 技術でできることは技術で

• 大人が何かをしなければならない
＊保護者にも責務規定あり

• digital native である子ども達のプライバシー感覚はど
うか ＊ただし、無防備は問題

• 自分で自分を守る教育と、インターネットの社会では
足跡は残るということ、何でも隠れてできるということ
ではないという教育
＊メールの教育もあわせて

16
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困った時のツール

• e-ネットキャラバン（総務・文科・通信関連団体）
⇒ 教員・保護者向けの派遣「e-ネット安心講座」

• ポリスチャンネル（警察庁）⇒ サイバー犯罪の知識

• ホットラインセンター（財団法人インターネット協会）
⇒ 違法・有害情報の通報受付窓口、削除依頼

• 違法・有害情報相談センター（社団法人テレコムサービ
ス協会）⇒ 学校関係者などを対象とする無料相談

17

インターネット時代の個人情報保護
～セキュリティの観点から～

（個人情報のライフサイクル）

18

保管・バックアップ

取得
入力

利用
加工

消去
廃棄
返却

第三者提供 委託
委託 委託
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漏洩事故と安全管理措置

＊個人情報の取扱い
① 取得・入力の段階での注意事項

⇒ 例えば様式は？
② 利用・加工

⇒ 過剰反応
③ 廃棄

⇒ 廃棄（個人情報の定義から外す）と組織的観点

＊漏洩事故の主な類型
① 媒体の紛失（USBなど）、メールのＣＣとＢＣＣ、ＦＡＸの誤送信

⇒ これらはなお一番多い
② ファイル交換ソフト

⇒ 技術的にわかっている人の周辺は大丈夫か

③ 委託 ⇒ 大きな事故が多い （宇治市住基台帳事件、神奈川県０６年度県立
高校生個人情報事件）
＊ 宇治市住民基本台帳事件の意味するもの

19

事故対応～危機管理

例：児童生徒の個人情報の漏洩事故

①影響を受ける可能性のある本人及び保護者への連絡、事実報告、謝罪、
②教育委員会への事実報告、
③漏洩の事実の公表
事案の軽重・内容に応じて、必要な対応を選択

生徒指導に関する「危機」、例えば刑事事件などが発生した場合には、より丁

寧な対応いわゆるポジションペーパー（当該問題に対する事実関係を客観的に
示す文書で、事案の概要・現在までの経過・原因・今後の対策・学校としての見
解・問い合わせ先などの内容を含む）を作成することが必要な場合もあり

＊ご静聴ありがとうございました。

20
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